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『豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり』
を目指して

　本県は水源県として豊富な水資源に恵まれた環境の中、標高差に富んだ特
色ある地形を活かした多彩な農業が行われています。
　本県の農業・農村は首都圏への食料供給基地としての役割を担うだけでな
く、良好な景観の形成や自然環境、国土の保全に寄与し、多面的機能の維持・
発揮が図られてきました。

　しかし、農業・農村を取り巻く現状は、農業者の減少や高齢化の進行、鳥
獣被害などに伴う地域農業の衰退の危機に加え、混住化や過疎化の進行等に
伴い、農村の持つ様々な集落機能の低下が懸念されています。一方、ＴＰＰ
１１、日ＥＵ経済連携協定、日米貿易協定の発効により、我が国の農業はか
つてない自由貿易の波にさらされています。

　さらに近年、集中豪雨の頻発や台風の大型化、大規模地震など自然災害が
多発しており、この影響によってため池が決壊し、甚大な被害が各地で発生
しています。本県においても、大型の台風により土砂崩れや地すべりが発生
しており、大規模地震の発生が予想される断層も確認されています。

　このため、農村整備課では「１　農業の収益性向上を図る生産基盤整備」、
「２　持続的な農業用水の安定供給」、「３　安全安心な農村づくり」、「４　魅
力ある農村の構築」、「５　地域資源を活かした中山間地域の振興」を５つの
柱に据え、『豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり』を基本方針に
掲げた「群馬県農業農村整備計画２０２０」を策定しました。

　本計画では、「豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり」を目指し
て、生産基盤整備事業を契機とした担い手への農地集積の推進や農業水利施
設の長寿命化対策、防災重点ため池の豪雨・地震対策、地域の協働活動によ
る多面的機能の維持・発揮、グリーン・ツーリズムや農泊の推進など、魅力
あふれる農村の持続的な発展に向けた各種施策を総合的に推進していきます。

　本計画を着実に推進していくためには、県民の皆様のご理解のもと、農業者、
農業団体、行政が連携し、一体となって取り組むことが必要と考えております。
　『豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり』に向かって、皆様のご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和２年３月
群馬県農政部長　𠮷野　努



目　次目　次

はじめに ………………………………………………………………………………………………１

第１章 農業・農村の情勢と課題 …………………………………………………………３
 １ 農業産出額について …………………………………………………………………………３
 ２ 農村の構造について …………………………………………………………………………４
 ３ 経営体の面積規模及び担い手への集積状況について ……………………………………５
 ４ 農地の整備状況について ……………………………………………………………………６
 ５ 農業水利施設の現状について ………………………………………………………………７
 ６ 土地改良区の現状について …………………………………………………………………７
 ７ 防災重点ため池の現状について ……………………………………………………………８
 ８ 地域の協働活動による農地・農業水利施設等の保全について …………………………９
 ９ 地域資源を活かした中山間地域の振興について ……………………………………… １０
 １０ 国際環境の変化による競争力の強化について ………………………………………… １１
 １１ 新型コロナウイルス感染症の影響やニューノーマルへの転換について ……………… １１

第２章 農業農村整備の基本方針 ……………………………………………………… １２

第３章 基本施策 ……………………………………………………………………………… １３

１ 農業の収益性向上を図る生産基盤整備 …………………………………………… １３
  （１）担い手への農地集積を図る生産基盤整備 ……………………………………… １３
  （２）営農条件改善のための生産基盤整備 …………………………………………… １４
  （３）スマート農業に対応した生産基盤整備の推進 …………………………………… １４

２ 持続的な農業用水の安定供給 ……………………………………………………… １５
  （１）農業水利施設の長寿命化 ………………………………………………………… １５
  （２）土地改良区の体制強化 …………………………………………………………… １６
  （３）農業水利施設の維持管理合理化 ………………………………………………… １６

３ 安全安心な農村づくり ………………………………………………………………… １７
  （１）防災重点ため池の豪雨・地震対策 ……………………………………………… １７
  （２）ため池の管理体制整備 …………………………………………………………… １８
  （３）農村の防災減災対策 ……………………………………………………………… １８

４ 魅力ある農村の構築 ………………………………………………………………… １９
  （１）地域の協働活動による多面的機能の維持・発揮 ………………………………… １９
  （２）農村生活環境の保全整備 ………………………………………………………… １９

５ 地域資源を活かした中山間地域の振興 …………………………………………… ２０
  （１）グリーン・ツーリズム、農泊の推進 ……………………………………………… ２０
  （２）中山間地域の農業生産活動の支援 ……………………………………………… ２０
  （３）中山間地域の特性を活かした整備構想策定 …………………………………… ２０

第４章 地域計画 ……………………………………………………………………………… ２１
１ 中部地域 ………………………………………………………………………………… ２２
２ 西部地域 ………………………………………………………………………………… ２６
３ 吾妻地域 ………………………………………………………………………………… ３０
４ 利根沼田地域 …………………………………………………………………………… ３４
５ 東部地域 ………………………………………………………………………………… ３８

第５章 農業農村整備事業の実績 ……………………………………………………… ４２

第６章 ＳＤＧｓに関する取組 …………………………………………………………… ４８



1

はじめにはじめに

　農業・農村は、食料の安定供給のみならず水源の涵養、国土の保全、美しい農村風景など、多面的機
能※1を発揮し、県民はその利益を享受しています。
　県は、これまで先人が築いた農地、農業水利施設等の継承に努め、農業生産活動を支える生産基盤※2

の整備はもとより、安全安心を確保する防災減災対策、農業者と地域住民による地域保全活動の支援など、
各種施策を推進してきました。
　今後も農業・農村を取り巻く新たな情勢の変化に対応し、強い農業の礎となる生産基盤整備と安全安心
な農村をつくり、地域資源の継承を積極的に進めるため、「群馬県農業農村整備計画2020」を策定し、こ
れに基づいた各種施策を推進することで県民の幸福度向上を目指します。

［用語の解説］
※ 1　多面的機能：国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の継承など、農村で農業生産活動が行われることによ
　　　　　　　　り生ずる、食料やその他農産物の供給機能以外の多面にわたる機能や役割のこと。
※2　生産基盤：農地やかんがい施設、排水施設等のこと。

趣　　旨

　本計画は農政部の部門計画として、国の食料・農業・農村基本計画及び土地改良長期計画を踏まえた、
県における農業農村整備の方針を示すものです。

性　　格

　本計画は今後１０年先を見据え、令和２年度から令和７年度までの６カ年計画とします。

計画期間

上位計画と本計画の施策体系

１　 農業の収益性向上を図る生産
　　基盤整備

２　持続的な農業用水の安定供給

３　安全安心な農村づくり

４　魅力ある農村の構築

５　 地域資源を活かした中山間地域
の振興

　　未来につながる担い手確保と経営基盤の強化【人・農地】
　　　・農地利用の最適化と生産基盤の整備による農業の成長産業化
　　　・農地・農業水利施設等の適切な保全管理の推進
　　次世代につなぐ収益性の高い農業の展開【収益性向上】
　　豊富で多彩な県産農畜産物の需要拡大【需要拡大】

　　魅力あふれる農村の持続的な発展【魅力度向上】
　　　・誰もが安心して暮らせる農村地域の実現に向けた防災・減災対策の強化
　　ニューノーマルがもたらす農村の新たな価値の創出【価値創出】
　　　・「快疎」な空間としての農村地域を求める関係人口の拡大・深化
　　　・農村協働力（地域の絆）の深化による多面的機能の維持・発揮

【
産
業
政
策
】

【
地
域
政
策
】

×
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「水土里」とは

ＳＤＧｓを踏まえた施策展開

　本県における風土・県土・環境は、水源県としての豊かな水により育まれ、先人のひたむきな努力で

築かれた農業と農村の歴史により造り上げられてきました。

　いのちを支える「食」を作り出すために欠くことのできない「農地（土）」と「農業用水（水）」、これ

らを守り育む人々が暮らす豊かな自然や文化があふれる美しい「農村(里)」は、県民の大切な財産です。

　これらを象徴する「水」「土」「里」は、農村の人たちだけでなく、都市の人たちにとっても、生態系

の保全や洪水の防止など、多面的に私たちの生活を支えている“共有の財産"となっています。

　農業農村整備では、この貴重な財産である「水土里」を保全、整備していくことから、本計画の通

称を「ぐんま水土里保全整備プラン」としています。

　いま人類が直面する、貧困、紛争、気候変動、自然災害、資源の枯渇などの多くの課題を整理し、

その解決方法を世界中の様々な立場の人々が話し合い、２０３０年までに世界全体で達成すべき具体

的な目標として、平成27年に国連で「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択され、実現に向けた取組

が国際社会全体で進められています。

　本計画は「豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり」を目指すにあたって、SDGsの理念を

踏まえ、各種施策を推進していきます。
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１ 農業産出額について

　令和元年の本県の農業産出額は２,３６１億円で、全国順位は１４位となっています。ここ１０年近くの

農業産出額は緩やかな増加傾向にあり、首都圏への食料供給基地としての役割を担っています。

　また、品目別生産量の全国上位品目（令和元年）は、１位がこんにゃくいも、キャベツ、えだまめ、

２位にきゅうり、ふき、うめ、ほうれんそう、３位になす、レタス、はくさい、しゅんぎくとなっており、

農作物等で農業産出額の半分以上を占めています。

　その一方で、農産物価格の下落や人件費の上昇など、経営環境は厳しい状況にあることから、生産性

の向上や高付加価値化への取組をはじめとした、経営体質の強化が課題となっています。

■農業産出額と全国順位の推移
（億円） （順位）

1,644 1,569
1,385 1,237 1,277 1,273 1,306 1,335 1,275 1,421 1,477 1,400

1,311

982

904
963 949 940 914 968 1,060

1,129
1,155 1,150

2,955

2,551

2,289

2,200

16
14 14 1413 13
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10 10
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15
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2,220
2,303 2,335
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2,550
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3,000

3,500

H2 H7 H12 H17 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

1,380

1,074

2,454

H30

1,277

1,084

2,361

R1

1

10

20

30

47

40

農作物等 畜産等 順位

農業・農村の情勢と課題農業・農村の情勢と課題

資料：群馬の農業（農政課）　生産農業所得統計（農林水産省）

第第１１章章
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第１章　農業・農村の情勢と課題

２ 農村の構造について
　本県の平成２年における農業就業人口は１１８，９５４人でしたが、平成２７年は４４，００６人となり、

平成に入ってからの四半世紀で農業就業者数が約６０％減少しました。

　一方、土地持ち非農家※1は、平成２年に２１，４８７戸でしたが、平成２７年には３５，１３４戸と１．６

倍に増加しています。さらに中山間地域※2では都市部と比較して、人口の減少率が年々大きくなっていま

す。

　このため、農村が有する自然環境や景観、伝統文化等の地域資源の継承と農村コミュニティの維持・

発展が課題となっています。

■農業就業人口と土地持ち非農家の推移

農業就業人口（販売農家） 土地持ち非農家数

118,954

98,096

87,620

71,696 57,084

44,00621,487

27,922

32,198

31,924
34,620 35,134

H2 H7 H12 H17 H22 H27
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000
（人）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
（戸）

■都市・平地と中山間地域における人口の推移と増減率

1,485,236 1,530,744 1,557,018 1,572,476

1,572,776 1,561,345 1,546,909 

476,727 478,886 472,862 460,233 435,394 412,131 390,717 

103 105 106 106 105 104%
100

100
99 97

91
86 82

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R1
50
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110
（％）（人）

都市・平地農業地域　計 中山間農業地域
都市・平地農業地域　増減率 中山間農業地域　増減率

資料：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」

資料：群馬県移動人口調査（統計課）
　　　農林水産省　農業地域類型一覧表（平成29年改定）

［用語の解説］
※ 1 土地持ち非農家：農家以外で耕地及び耕作放棄地を合わせて５a以上所有している世帯のこと。
※2 中山間地域：農業地域類型区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域のこと。山地の多い日本では、このような中山間地域
　　　　　　　　が総土地面積の約7割を占めています。
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３ 経営体の面積規模及び担い手への集積状況について

　令和２年における農業経営体※1の総数は２０，２９８経営体で、平成２２年と比べ１２，２６９経営体

（３７．７％）減少しました。

　その一方で、法人化した農業経営体は７３９経営体となっており、平成２２年と比べ２２１経営体が増

加しました。

　また、令和２年の農業経営体の経営耕地面積※2規模別の経営体数は、５ｈａ以上が１，７８５経営体で、

平成２２年と比べ２２１経営体（１４．１％）増加しました。

　このように本県の農業経営体総数は減少傾向ですが、集落営農組織等の担い手※3への農地集積は増

加しており、法人化及び大規模化が進んでいる状況にあります。

　しかしながら、平成３０年の本県における担い手への集積率は３９．９％と全国平均の５６．２％を大

きく下回っており、今後も担い手の確保と経営体質の強化を図るため、生産基盤の整備を契機とした担

い手への農地集積※4を進めていく必要があります。

■経営耕地面積規模別経営体数と法人経営体数の推移

0
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200

300

400

500

600

８00

700

（法人経営体）

0

10,000

20,000

30,000

40,000
（経営体）

23,503

39,078 

14,305

1,270

474 

H１７

18,787

32,567

12,216

1,564

518 

H２２

11,175

20,298 

7,338

1,785 

739 

R2

14,572

26,235

9,929

1,734

650 

H２７
1.0ha未満 1.0～5.0ha 5.0ha超 うち法人経営体数

■担い手に対する農地集積率

33.0 32.4 32.7 32.7 31.1
34.2

37.5 39.9

47.9 48.8 48.7 50.3 52.3 54.0 55.2 56.2

0

10

20

30

40

50

60

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
本県 全国平均

（%）

［用語の解説］
※ 1 農業経営体：経営耕地面積 30a以上又は栽培面積や家畜の飼養頭数等が、一定規模以上の農業経営を行うこと。または、農作業の受託事業を行うこと。
※2　耕地面積：農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、畦畔は耕地に含みます。
※3　担い手：認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織で人 ･農地プランに位置付けられた中心経営体のこと。
※4　農地集積：農地を所有し、又は借り入れること等により利用する農地面積を拡大すること。

資料：農林水産省「農林業センサス」

資料：農業農村整備事業のあゆみ（農村整備課）　※農業構造政策課調べ
　　　農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「集落営農実態調査」（農林水産省調べ）
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第１章　農業・農村の情勢と課題

４ 農地の整備状況について

　平成２９年における本県の耕地面積は６９，５００ｈａ（田２６，４００ｈａ、畑４３，１００ｈａ）で平成

に入ってから、約２２，５００ｈａ（２４．５％）が減少しました。

　このような状況の中、県では担い手の経営規模を拡大し、生産性を向上させ効率的な営農を行うため、

生産基盤の整備を実施してきました。

　しかしながら、本県の整備率は、中山間地域を多く抱える地形的特性から水田２０ａ以上、畑地は

２０ａ未満の整備面積を含めても６４．７％となっており、３０ａ以上の整備面積を基準とした全国平均

の整備率６４．９％を下回っています。

　また、地域別の整備状況を見ると、西部地域と吾妻地域は未整備な農地がまだ多く残っており、さら

に東部地域については、１０ａ区画の狭小な農地が多く存在していることから、引き続き計画的な生産

基盤の整備が必要となっています。

■農地面積と農地整備率の推移
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35.8%

51.9%

57.5% 58.3% 59.0% 59.0%

60.3% 61.6% 62.5%

63.7%

52.3%

57.6% 60.1%

61.9% 62.3% 62.7%

63.0% 63.5% 64.0%

64.3%

78,400
75,400 74,500 73,900

73,300
72,600 72,000 70,900

H29

26,400 

43,100 

64.7%

64.9%

69,500

田 畑 県整備率 全国平均整備率

■各地域における整備済み農地面積と農地整備率（令和元年度まで）

16,357 

6,719 

4,832 
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9,703 

2,212 

8,236 

3,961 1,716 
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16,16688.1%

44.9%

55.0%

79.3%
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
（ha）

0
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中部 西部 吾妻 利根沼田 東部
整備面積 未整備面積 整備率

資料：農業農村整備事業のあゆみ（農村整備課）
　　　農業基盤情報基礎調査（農林水産省）

資料：令和２年度　農業農村整備事業のあゆみ（農村整備課）
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５ 農業水利施設の現状について
　本県では国・県等が造成した基幹農業水利施設が４８４施設、水路延長では約７３０ｋｍに上り、そ

のほか市町村や土地改良区※1等で造成された末端水利施設により、約３８，０００ｈａの農地へ農業用

水を供給しています。

　このうち、３９１施設、水路延長約５０８ｋｍに上る基幹農業水利施設は３２土地改良区が所有、ま

たは維持管理しています。

　しかし、その多くが昭和３０～４０年代にかけて造成されたものであり、標準耐用年数を大幅に超過し、

施設本体の摩耗、ひび割れ、鉄筋露出等により施設機能の低下が進行している状況にあります。

　このため、適時・適切な対策による長寿命化※2を行うとともに、現行の耐震基準を満たす地震対策を

行っていく必要があります。

　■標準耐用年数を超過する基幹水利施設数と対策状況（累計）
　　

資料：農村整備課調べ、群馬県農業水利施設保全対策計画(H28.3）

［用語の解説］
※ 1　土地改良区：土地改良法に基づき、主に農業用用排水路の管理などを行う団体のこと。
※2　長寿命化（対策）：機能保全計画に基づき、施設の耐用年数が延伸するよう補修・補強工事を行うこと。

資料：農業農村整備事業のあゆみ（農村整備課）

211

321

30

100

200

300

400

36

111

34
16
11
3

74

174

35
18
17
3

60
33
27

353

77

181

38
21
30
6

～2009年

ダム・貯水池等

（施設）

施工中 対策完了
頭首工 用水機場 排水機場 樋門（水門） 水路 その他

～2019年 ～2029年

６ 土地改良区の現状について
　本県において用水を管理する土地改良区は４８土地改良区あり、平成２年当時には受益面積

３６，２０１ｈａ、組合員数７５，５１４人を有していました。しかしながら令和２年には受益面積、組合員

数ともに約２０％減少しています。また、専任職員が１人以下の土地改良区が半数を占めており、将来を

見据えた体制の強化が必要となっています。

　■用水を管理する48土地改良区の受益面積と組合員数の推移
（人）
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第１章　農業・農村の情勢と課題

７ 防災重点ため池の現状について
　近年、頻発している集中豪雨や台風の大型化、大規模地震の発生など、自然災害が多発しており、東

北地方太平洋沖地震（H２３．３月）や西日本豪雨（H３０．６～７月）では、ため池が決壊し、甚大な被

害が発生しました。本県でも、令和元年の台風第１９号等による豪雨に見舞われたことや、深谷断層帯、

片品川左岸断層、太田断層、大久保断層などによる大規模な地震の発生が予想されます。

　このような状況の中、本県には４９６箇所のため池が存在していますが、その約７０％が明治以前に

築造されたものであり、施設の老朽化が進んでいます。

　また、このうち１９７箇所を防災重点ため池※1に選定しており、緊急時における迅速な避難行動につ

なげるためのハザードマップ※2の作成や、豪雨・地震時の安全性を確認する詳細調査を実施するととも

に、その調査結果に基づく対策工事を計画的に実施していくことが急務となっています。

　■防災重点ため池の対策状況について
　　　　　

防災重点ため池
防災重点以外のため池

豪雨・地震詳細調査及びハザードマップ作成（完了したため池数）
豪雨・地震詳細調査及びハザードマップ作成（一部未了）
豪雨・地震詳細調査及びハザードマップ作成（未着手）

60箇所

64箇所

73箇所197箇所

299箇所

資料：農村整備課調べ（令和２年３月時点）
※ダムを含む

［用語の解説］
※ 1　防災重点ため池：ため池が決壊した場合に、下流の人家や公共施設等に被害が発生する恐れのあるため池のこと。
※２　ハザードマップ：自然災害による被害を予測し、その被害範囲、被害程度及び避難経路・場所等の情報を地図化したもののこと。
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８ 地域の協働活動による農地・農業水利施設等の保全について
　農村地域の過疎化・混住化、農業者の高齢化による離農等により、農家だけでは多面的機能を有する

農地や水路等の地域資源を適切に維持することが困難となっている地域が増えています。

　このため、本県では平成１９年度から「多面的機能支払交付金」※1を活用し、地域の協働活動に取り

組む活動組織を支援しており、令和２年度時点においては２６６組織により、約１８，０００ｈａの農地等

を保全管理しています。

　しかしながら、取組面積は農振農用地６２，８３０ｈａの約２８％にとどまっています。

　また、活動組織を構成する農家や地域住民の高齢化により、活動の負担感が大きくなり、活動継続が

難しくなっている活動組織もあります。このため、活動組織の維持、継続が課題となっています。

　■多面的機能支払制度を活用した取組の推移（面積及び組織数）
　

4,040 5,116 5,351 5,534 5,654 5,216 5,006 5,638 6,092
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7,273 7,292
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9,341

6
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19 19 19
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16
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8
8
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12,945
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17,748

0
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300
（組織）

259

243249
240

207

191193

224222219
206

142

H22 H23 H24 H25 H26H19 H20 H21 H27 H28 H29 H30

8,215

9,325

12
17,552

258

R1

8,393

9,480

17
17,890

266

R2

田 畑 草地 組織数 合計

［用語の解説］
※ 1　多面的機能支払交付金：農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援する交付金制度のこと。
※2　田園回帰：農村の魅力の再発見により、都市と農村を人々が行き交うこと。
※3　グリーン・ツーリズム：緑豊かな農山漁村でゆっくりと滞在し、農山漁村でさまざま体験などを楽しむ余暇活動のこと。
※4　農泊： 農山漁村において農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山

漁村滞在型旅行のこと。

資料：農村整備課調べ
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第１章　農業・農村の情勢と課題

９ 地域資源を活かした中山間地域の振興について

　近年、農村の豊かな自然環境や地域資源、独自の風土や文化に対する都市住民の関心は高まってきて

おり、「田園回帰※2」に象徴されるように農業・農村の価値を再認識し、新たなライフスタイルを模索す

る動きが顕在化しつつあります。

　また、自然豊かな農村や歴史と文化ある地域にゆっくりと滞在し、農作業や地域の自然、生活、文化

等を体験するグリーン・ツーリズム※3だけでなく、農家や古民家等での宿泊によってよりその土地の魅力

を味わうことができる農山漁村滞在型旅行、いわゆる「農泊※4」が注目されています。

　このためグリーン・ツーリズムや農泊の取組により地域住民や農業者が一層活躍できる環境の整備を

進めることが必要となっています。

農泊（農山漁村滞在型旅行）

農山村地域

農家民宿
古民家や廃校を活用した宿泊施設
ホテル、旅館等とも連携

地域資源を活用した体験メニュー
農業体験・収穫体験、調理体験、
文化・伝統工芸体験、アウトドア等

新鮮な野菜・果物　
加工食品や工芸品等

地場産の食材を活用した料理
郷土料理や農家レストラン
既存の飲食店等とも連携

宿 泊 食 事

体 験 買い物

地域が一丸となって取り組むことが重要
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１０ 国際環境の変化による競争力の強化について

　本県の農産加工品及び青果物は、香港、東南アジア、ＥＵ、米国等へ輸出されており、輸出額は年々

順調な伸びを見せていましたが、令和２年度における輸出額は１１億１千万円となりました。このうち牛

肉が５８％、農産加工品と青果物が３９％を占めています。特に青果物については、品目が定着するな

ど東南アジアを中心に順調に推移してきましたが、令和２年は前年に比べ輸出が大きく減少しました。

また、牛肉は、新型コロナウイルスの影響でＥＵ等の需要が低下し、輸出が減少しました。

　平成３０年１２月のＴＰＰ１１に続いて、平成３１年２月には日ＥＵ経済連携協定が発効され、協定域内

人口５億人超の巨大な自由貿易圏が誕生しました。さらに令和２年１月にはＴＰＰ１１と同水準の関税と

なる日米貿易協定が発効され、日本の農業はかつてない自由化の波にさらされることになりました。こ

の影響により、本県においても牛肉や豚肉などの畜産物、小麦や大麦などの農作物について、価格下落

による農業経営への影響が懸念されています。このため、付加価値の高い農産物を効率的に生産できる

農業生産基盤の整備と農地集積・集約化※1による競争力の強化が課題となっています。

１１ 新型コロナウイルス感染症の影響やニューノーマルへの転換について

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、公衆衛生だけでなく、人々の行動様式や生活習慣にも大きな影

響を与えています。今後も、感染拡大防止に伴う移動制限や外出自粛による経済的影響が懸念されてい

ます。農業分野においても、インバウンドを含めた外食・観光需要の減少や入国制限による生産現場で

の労働力不足等、様々な影響が発生しています。このため、農業農村整備の分野においても、労働力不

足解消などのためのスマート農業の推進が必要となっています。

　また、ニューノーマル（新常態）において、農村の持つ「快疎」な空間※２としての価値や魅力が再認識

されています。さらには、コロナ禍における価値観の変化により、農業と他の仕事を組み合わせた「半農

半Ｘ」やデュアルライフ（二地域居住）等の多様なライフスタイル、サテライトオフィスやワーケーション

といった新たな働き方への関心が高まっています。このような変化は、農村暮らしを求める都市住民との

関係深化を図る機会でもあるため、特色ある農泊の推進などにより、農村地域の活性化に取り組んでい

くことが必要となっています。

資料：「群馬県農畜産物等輸出推進機構調べ」
※平成23年度は東京電力第一原子力発電所事故により、諸外国・地域において、
本県等からの輸入に対して規制措置が講じられた。

［用語の解説］
※ 1　農地集積・集約化： 農地の「集積」とは、農地を所有し、又は借り入れること等により利用する農地面積を拡大すること。農地の「集約化」

とは、農地の利用権を交換すること等により農作業を連続的に支障なく行えるようにすること。
※2　「快疎」な空間： 都市部の「密」状態に対し、地方部の「開放」的で「疎」である「開・疎」な状態に、新たな魅力が加わることにより人々

の心をひきつける空間を示す。

（千円）
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県全体輸出額
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405,941 

23,232 

643,377 

37,833 

農産加工品
青果物
牛肉
酒類・花き

　■県全体輸出額 　■Ｒ２輸出額の内訳

資料：「群馬県農畜産物等輸出推進機構調べ」
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第２章　農業農村整備の基本方針

　県は、魅力ある産業として発展し続ける力強い「農業」を実現するため、「農業の収益性向上を図る生産基盤
整備」と「持続的な農業用水の安定供給」に係る施策を実施します。また、県民の暮らしを支える活力ある「農
村」を実現するため、「魅力ある農村の構築」と「地域資源を活かした中山間地域の振興」に取り組みます。
　これら「力強い『農業』」と「活力ある『農村』」を実現するためには、安全な環境で安心して暮らせる農村で
なければなりません。このため、「安全安心な農村づくり」に必要な施策を推進し、「豊かで成長し続ける安全安
心な農業・農村づくり」を目指します。

第第２２章章
農業農村整備の基本方針農業農村整備の基本方針
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揮

・
農
村
生
活
環
境
の
保
全
整
備

５　

地
域
資
源
を
活
か
し
た
中
山
間
地
域
の
振
興

・
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
農
泊
の
推
進

・
中
山
間
地
域
の
農
業
生
産
活
動
の
支
援

・
中
山
間
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
整
備
構
想
策
定

豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり
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１ 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
　生産コストの低減を図る農地の大区画化※1、所得向上を目指した高収益作物への転換を可能とする水田の汎用
化・畑地化などの生産基盤整備を実施します。また、生産基盤整備事業を契機とした農地集積・集約化や法人化
を後押しし、担い手の経営体質強化を図り競争力を高め、力強い担い手が活躍できる生産基盤をつくることで攻
めの農業を推進します。

（１）担い手への農地集積を図る生産基盤整備
● 区画整理などにより生産基盤の充実を図るとともに、生産基盤整備事業を契機とした担い手への農

地集積を加速させ、生産性の向上を図ります。

● 担い手への農地集積率をより一層向上させるため、農地中間管理事業※2や生産基盤整備事業の負担

軽減を図る制度の活用を推進します。

● 農作物の品質向上と収益性の高い農業生産を可能とするため、畑地かんがい施設等を整備し、担い

手の競争力と経営体質の強化を図ります。

● 区画拡大や暗渠排水等の耕作条件の改善を図る地域の多様なニーズに応じたきめ細やかな整備を

推進するとともに、担い手への農地集積を推進します。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

２５６ｈａ ５１７ｈａ

第第３３章章
基本施策基本施策

【事業実施前】
不整形・狭小なほ場が分散していたことから、
非効率的な営農となっていました。

【事業実施後】
区画整理により、大型機械が導入可能な効率
的な生産基盤に改善されるとともに、担い手へ
の集積・集約化が進みました。

松義中部地区（富岡市・安中市）
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（２）営農条件改善のための生産基盤整備
● 畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等を実施し、地域の実情に応じたきめ細やかな生産基盤の

整備を行います。

● 野生鳥獣による農作物への被害を防止するため、地域や関係機関と一体となり、鳥獣被害防止対策

を支援します。

● 基幹的な農道において農道保全対策計画に基づく、計画的な補修、補強対策を実施し、農道機能

の維持・保全を図ります。

（３）スマート農業に対応した生産基盤整備の推進
● 水田における水管理の省力化、高収益作物への転換により所得向上を図るため、暗渠排水と地下か

んがい機能を併せ持つ「地下水位制御システム」※3の導入を検討します。

● 農家の労働力不足と営農にかかる管理省力化、コスト低減を図るため、自動走行農機に対応した農

地整備やＩＣＴ※4を活用した水管理、農村における情報通信環境の整備について検討します。

［用語の解説］
※ 1　大区画：１区画が５０a以上のほ場のこと。
※2　農地中間管理事業： 農地を貸したい方や、農業経営をリタイアする方などから、「農地中間管理機構」が農地を借受け、地域の中心的な担い

手や、新たに参入する農業者の方に貸し付けることにより、農地の有効利用を進める事業のこと。
※3　地下水位制御システム： 水田を畑利用するために設置した暗きょ管に、地下かんがい機能と水位制御機能を付加することで、湿害と干ばつ

の両方に対応したシステムのこと。
※4　ＩＣＴ：Information and Communication Technology、情報通信技術の略称のこと。

五箇谷地区（板倉町） 上区地区（みなかみ町）

畦畔除去や反転均平による簡易な整備手法を活用
した区画拡大を支援します。

鳥獣被害防止特措法による市町村の被害防止計画
に基づき、鳥獣害防護柵の設置等を支援します。
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美野原地区頭首工（中之条町）

【事業実施前】
造成から60年以上が経過したため、摩耗により骨
材が露出し、頭首工機能を維持するための対策が
必要な状況となっていました。

【事業実施後】
高強度モルタルを使用した断面修復工法により、
頭首工の長寿命化を図ることができました。

２ 持続的な農業用水の安定供給
　持続的に農業用水を安定供給できるよう、農業水利施設の適時・適切な長寿命化対策を行います。また、こ
れら農業水利施設を管理する土地改良区では、組合員の高齢化や後継者不足等により、今後、適切な維持管
理が困難になることが予想されるため、将来を見据えた管理体制の構築を図ります。

（１） 農業水利施設の長寿命化
●　既存施設について、機能保全計画※１に基づいた適時・適切な保全対策により、ライフサイクルコス

ト※2の低減と費用の平準化を実現し、農業水利施設の長寿命化を図ります。

●　現行の耐震基準を満たしていない農業水利施設について、地震対策※3を行います。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

基幹農業水利施設の長寿命化対策工事を完成

させる地区数
１４地区 ２９地区

［用語の解説］
※ 1　機能保全計画：施設の機能が失われることがないよう保全するための改修・補強計画のこと。
※2　ライフサイクルコスト：施設の建設維持管理、修繕、解体までの生涯コストのこと。
※3　地震対策：耐震性を有していない施設について、現在の耐震基準を満たすよう補強工事を行うこと。
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（２） 土地改良区の体制強化
●　土地改良区が農業水利施設を安定的かつ適正に維持管理できるよう、「土地改良区体制強化基本計
画※１」に基づき、将来を見据えた管理体制の強化を支援します。

●　農業水利施設の維持管理を円滑に行うことができるよう、維持管理計画書※2の見直しや複式簿記
の導入・活用について支援します。

（３） 農業水利施設の維持管理合理化
●　水田整備に併せた用水路のパイプライン化の推進やICTを活用した水管理システムの導入など地域
の管理体制に応じた水管理労力の軽減を検討します。　

●　地域農業の将来を見据え、農業水利施設の維持管理の合理化を図るため、用水再編の検討と必要
な支援を行います。

●　土地改良施設の維持管理費の低減を図るため、農業用水を活用した小水力発電施設の導入を支援
します。

水管理システムの導入検討 小水力発電の調査

ほ場に設置された水位センサにより、水位の遠隔監視や給
排水の遠隔操作等が可能となる水管理システムの導入につい
て検討を行います。

発電量調査を行うなど、土地改良区が管理する施
設の維持管理費低減を図るため、小水力発電施設
の導入を支援します。

［用語の解説］
※ 1　土地改良区体制強化基本計画： 土地改良区の組織運営基盤や事業実施体制の強化に向けた取組について、土地改良区が自ら考え、主体となり、

今後の中長期的な対応方針として定める計画のこと。
※2　維持管理計画書：土地改良施設の管理主体が、管理すべき施設の種類及び管理方法を定めたもののこと。
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３ 安全安心な農村づくり
　近年、集中豪雨や大規模地震などの自然災害が多発しており、その影響によりため池が決壊し、甚大な被害
が発生しています。また、台風が大型化していることや、大規模な地震が予想される断層が県内でも確認され
ており、甚大な被害の発生が懸念されています。
　これら豪雨や地震などの自然災害から、農業への被害を軽減するとともに、県民の生命、財産や公共施設等
を守るため、必要な防災減災対策を講じ、災害に強い農村づくりを推進します。

（１） 防災重点ため池の豪雨・地震対策
●　防災重点ため池が決壊した場合などの緊急時の迅速な避難行動につなげるハザードマップを作成し、
地域住民へ周知する取組を支援します。

●　防災重点ため池の豪雨・地震における詳細調査を推進し、自然災害時におけるため池の安全性を把
握する取組を支援します。

●　豪雨・地震における詳細調査の結果、必要な現行基準を満たしていない防災重点ため池の豪雨・地
震対策工事を計画的かつ集中的に行い、農村の安全安心を確保します。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における

詳細調査を完了させる防災重点ため池数
４５箇所

１９７箇所
（全防災重点ため池）

大谷池（藤岡市）

堤体の土質を把握し、地震時におけるため池の耐
震性能を検証します。

緊急時における地域住民の迅速な避難行動につなげるハ
ザードマップを作成し、周知する取組を支援します。
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［用語の解説］
※ 1　湛水：排水機能の低下などにより、地表排水が完全に行われないため農地や農道などが水で覆われること。
※2　流域治水：該当する河川流域のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策のこと。
※3　 田んぼダム： 降雨時に河川や水路の水位の急上昇を抑え、下流域の浸水被害リスクを低減させるため、水田の排水口に流出量を抑制する堰

板の設置等を行い、水田の一時貯留能力を高める取組のこと。

（２） ため池の管理体制整備
●　ため池管理者に対し、新たに制定された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の周知を図
るとともに、ため池の管理・保全が適切に行われるよう支援します。

●　緊急時等における速やかな情報共有が図られるよう、ため池管理者、市町村及び消防署や警察等
の関係機関も含めた緊急連絡体制を毎年度構築します。

●　ため池の適正な管理・保全が図られるよう、ため池管理者等に対して研修会の開催やため池の日常
点検におけるチェックポイント等の指導・支援を市町村と連携して行います。

（３） 農村の防災減災対策
●　老朽化した、ため池の改修を実施し、農村の安全安心を確保します。

●　農地等に湛水※１被害が発生している地域においては、被害の軽減・防止を図るため、排水能力の向
上を行います。

●　石綿セメント管が使用されている農業用管水路は、施設の破損による地域住民の健康被害を未然に
防止するため、硬質塩化ビニル管等への敷設替え工事を行います。

●　地すべり防止区域において、地域住民と連携した監視体制を継続して構築するとともに、地すべり
防止施設の機能保全対策を計画的に実施します。

●　農業水利施設の機能が安定的に発揮されるよう、機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災
対策を行います。

●　「流域治水※2」に寄与する農業農村整備事業の取組を検討するとともに、「田んぼダム※3」の実施に

ついて農業者等への普及啓発を図ります。

大久保地区（太田市） 久留馬地区（高崎市）

雨水を貯留する調整池や排水路を整備し、農地等
への湛水被害を軽減します。

石綿（アスベスト）が含まれている農業用管路を撤
去し、曝露による健康被害を防止します。
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農地維持活動（明和町） 資源向上活動（藤岡市）

農業者等の活動組織による農地周り・水路・農道
の刈り払いや堀浚いの活動状況。

地域住民を含んだ活動組織による農村環境の良好
な保全を図るための植栽状況。

４ 魅力ある農村の構築
　農業・農村が有する水源の涵養、国土の保全、良好な景観の形成などの多面的機能の維持・発揮を図るため、
農地や水路など農村の地域資源を適切に保全・管理するとともに、農村における生活環境の整備・改善に取り
組み、暮らしやすく、活力ある農村づくりを推進します。

（１） 地域の協働活動による多面的機能の維持・発揮
●　多面的機能支払交付金による水路の泥上げや農地法面の草刈り等の地域資源の基礎的保全活動、
植栽による景観形成や遊休農地※１の有効活用など地域資源の質的向上を図る共同活動、また老朽化

した施設の長寿命化対策などの地域活動について支援を行います。

●　農家の高齢化や後継者不足、担い手の大規模化など、地域農業の構造が変化していく中で、協働活
動が継続していくよう、活動組織の合併や広域化、外部団体の活用、人・農地プラン※2の検討など

地域の課題を反映した地域資源保全管理構想※3の作成を支援します。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

農地・農業用施設の維持・保全が図られた

農地面積
１７，７４８ｈａ ２０，０００ｈａ

（２） 農村生活環境の保全整備
●　農村の生活環境の維持・向上を担う農業集落排水施設※4について、最適整備構想※5に基づく合理

化や計画的な保全対策、耐震性能診断を支援します。

●　農村における農村環境整備や地域活性化施設整備など農村の生活環境の改善を支援し、農村の集
落機能の維持及び強化を図ります。

●　事業化に伴い農村における希少動植物などの保護を行い、環境に配慮した整備を実施します。

［用語の解説］
※ 1　遊休農地：農地法第 32条第 1項各号のいずれかに該当するもので、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれ
　　　　　　　る農地（第 1号）」、「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地（第 2号）」
※2　人・農地プラン：それぞれの集落・地域において話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来設計図」のこと。
※3　地域資源保全管理構想： 多面的機能支払交付金の活動組織が地域資源の保全管理等、地域として取り組むべき活動の方向性や方策について

とりまとめたもののこと。
※4　農業集落排水施設：農業集落における、し尿や生活雑排水等の汚水等を処理する施設のこと。
※5　最適整備構想：処理区ごとの汚水処理施設や管路施設の機能低下等を調べる機能診断調査に基づいて、今後の施設の補修・改築等について
　　　　　　　　　計画的かつ効率的な実施を踏まえた対策方針を市町村単位でとりまとめた構想のこと。
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５ 地域資源を活かした中山間地域の振興
　人々の価値観やライフスタイルが多様化する中、自然に恵まれた農業・農村は心の豊かさを求める「田園回
帰」や、やすらぎ、憩いを求める都市住民との交流の場となっており、移住や定住などを通して農業・農村の魅
力が近年、再認識されています。さらに、ニューノーマルの価値観において、中山間地域の持つ価値や魅力へ
の関心が高まっています。本県における中山間地域特有の風土、歴史、農業体験などの地域資源を活用し、地
域の活性化に取り組みます。
　また、高齢化や人口が減少している中山間地域の農業を支援し、将来に向けて農業生産を維持する活動を支
援し、耕作放棄地の発生防止や集落活動の維持を図ります。

（３） 中山間地域の特性を活かした整備構想策定
●　中山間地域の基幹産業である農業の活性化を図るため、歴史・伝統文化・自然環境等地域固有の
特性を活かした「元気な地域づくり」整備構想※１を市町村や地域住民と協力して策定します。

（２） 中山間地域の農業生産活動の支援
●　高齢化や人口減少が著しい中山間地域において、農業生産活動が継続的に行われるよう、中山間地
域等直接支払制度を推進し、集落の活動体制の維持・強化を図ります。

（１） グリーン・ツーリズム、農泊の推進
●　都市農村交流や関係人口の増加による地域活性化を図るため、農村における自然、文化、人々との
交流など地域資源を活用し、農村に新たな価値を創出するグリーン・ツーリズムや農泊等の事業を支

援します。

●　都市住民や若者など多様な人材と協働し、地域の実態に即して地域課題を解決する事業を支援しま
す。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

「農泊モデル地区」の支援数 ０地区 ３地区

農泊モデル地区の支援 グリーン・ツーリズムの推進　

地域住民の参画や合意形成を促し、将来構想を策
定する話し合いを行います。

農村における自然、文化等の地域資源を観光コン
テンツとして磨き上げる取り組みや体験プログラム
の作成を支援します。

［用語の解説］
※ 1　「元気な地域づくり」整備構想：「中山間元気創生基盤整備構想策定」のこと。中山間地域において新規就農者等が、地域の営農状況を踏まえ、
　　　　　　　　　　　　　　　　農業生産が行えるよう県が地域資源を活用した整備構想を策定すること。
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利根沼田地域

吾妻地域

西部地域

中部地域

東部地域

みなかみ町
片品村

川場村

昭和村

沼田市

桐生市

前橋市
高崎市

高崎市

藤岡市

富岡市

安中市
伊勢崎市

渋川市

吉岡町

玉村町

大泉町 邑楽町

明和町
板倉町

千代田町

館林町

榛東村

甘楽町

神流町

上野村

南牧村

下仁田町

東吾妻町

中之条町

長野原町
嬬恋村

高山村草津町

桐生市

太田市

みどり市

第第４４章章
地域計画地域計画

　本県は水源県として豊富な水資源に恵まれており、農地は標高10～1,400mの間に存在するなど、各地域に
おいて特色のある営農が行われています。
　本章では、基本施策に基づいた具体的な施策の展開や地域の重点取組を地域計画としてとりまとめました。
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第４章　地域計画

● 中部地域は県中央部に位置し、３市２町１村で構成され、約１９，０００ｈａの農地は、県全体の

２８％を占めています。

● 農地の区画整理については、県平均を大きく上回る８７％が整備済みとなっており、首都圏から比較

的近いという恵まれた立地条件とあわせて、安心で安全な農畜産物の供給基地としての役割を果たして

います。

● 前橋市南部、伊勢崎市及び玉村町では、広瀬桃木両用水や天狗岩堰用水などを利用し、米麦を中心と

した土地利用型農業が行われ、前橋市の北部では、群馬用水や大正用水による畑地かんがいを活用して、

きゅうり、なすやねぎなどの野菜栽培のほか、養豚や養鶏など畜産が盛んな状況となっています。

● 北群馬渋川地域では、県内屈指の生産量を誇る渋川市のこんにゃくいもや、群馬用水が整備された地

域では、米麦を始め、ねぎやブロッコリーなど多品目の野菜が生産されています。

● 平坦地域に比較して整備の遅れている赤城山西麓の畑地帯では、赤城西麓用水を活用した収益性の高

い農業を目指し、畑地かんがい施設の整備と併せ、区画整理の推進が課題となっています。

● 管内には多くの農業用ため池があり、その多くが明治時代以前に築造されていることから、ため池の

老朽化対策を進めることが急務となっています。また、併せて防災重点ため池７６箇所の豪雨・地震対

策の詳細調査の支援やハザードマップの作成、ため池の管理体制の構築が急務となっています。

１ 地域の概要

２　現状及び課題

中部地域計画

担い手への集積が進む前橋の水田地帯

区画が狭小で不整形な農地（渋川市：南原地区）
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（１） 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
●　上細井中西部地区（前橋市）や境小此木東部地区（伊勢崎市）において、区画整理８９ｈａを完成させ、
担い手へ５５ｈａの農地集積を推進します。

●　上狩野、中原、笠張地区（渋川市）において、畑地かんがい施設の整備と併せ区画整理１０２ｈａを
完成させ、収益性の高い農業生産基盤の確立と、担い手へ４４ｈａの農地集積を推進します。

●　南原地区（渋川市）、敷島地区（渋川市、昭和村）において、畑地かんがい施設の整備と併せ区画
整理１３３ｈａを実施し、農地集積を推進します。

●　赤城南第２地区（渋川市）において、農道保全対策計画に基づく路面補修及び農道橋の地震対策を
完成させ、農道機能の維持・保全化を行います。

３　地域における施策の展開

整備前の農地（渋川市：中原地区） 整備後の農地

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

３８ha ９９ha
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第４章　地域計画

改修した防災重点ため池
（渋川市：中野貯水池地区）

（２） 持続的な農業用水の安定供給
●　赤城大沼用水３期地区（前橋市）、大正用水３期地区（前橋市、伊勢崎市）、山子田地区（榛東村）、
佐波新田用水地区（伊勢崎市、太田市）において機能保全計画に基づく農業水利施設の長寿命化対
策を完成させ、農業用水の安定供給を行います。

●　坂東大堰２期（前橋市、高崎市ほか）、赤城大沼用水４期地区（前橋市）、大正用水４期（前橋市、
伊勢崎市）において、機能保全計画に基づく農業水利施設の長寿命化対策を実施し、農業用水の安
定供給を行います。

●　相馬原地区（高崎市、榛東村、吉岡町）において、障害防止対策事業で造成した施設の補修・更新
を実施し、地域の安定した用水の確保を行います。

●　広瀬桃木両用水土地改良区ほか５土地改良区において、維持管理計画書の見直しを支援します。

●　県が管理する根利川頭首工（沼田市）において、赤城西麓土地改良区と連携して適切な維持管理と
補修整備を実施します。

（３） 安全安心な農村づくり

●　防災重点ため池（１０１箇所）のハザードマップの
作成及び地域住民への周知を支援し、地域の安全
安心を確保します。また、豪雨・地震における詳細
調査を支援し、対策が必要とされた防災重点ため
池の豪雨・地震対策を推進します。

●　前橋北部地区、富士見地区（前橋市）、榛名東部
地区（榛東村）において、石綿セメント管から硬質

塩化ビニル管等への敷設替え工事を完成させ、石
綿の飛散による健康被害を防止します。

　　また、宮室・原中地区（高崎市）、滝ノ沢地区（吉
岡町）において、同様の対策を実施し、地域の安全安心を確保します。

●　庚塚沼、寺後沼（前橋市）、大谷の堤、石原後堤地区（渋川市）において、ため池の豪雨・地震対
策工事等を実施し、地域の安全安心を確保します。

改修前の坂東大堰（前橋市：坂東大堰地区） 改修後の坂東大堰

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

基幹農業水利施設の長寿命化等対策工事を
完成させる地区数

７地区 １３地区　

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における
詳細調査を完了させる防災重点ため池数

２４箇所 １０１箇所
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（４） 魅力ある農村の構築
●　多面的機能支払交付金を活用した農地や水路等の維持・保全に取り組む地域の協働活動を支援し、
５，３４５ｈａにおいて農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図ります。

●　群馬用水土地改良区等が行う多面的機能支払交付金の事務支援を契機に、活動組織の広域化を支
援します。

●　込皆戸、二之宮、前橋東部、樋越、米野地区（前橋市）において、最適整備構想に基づく、農業集
落排水施設の機能強化対策を支援し、農村環境の保全を図ります。

（１） 土地改良区の体制強化
●　管内には１１の用水管理を行う土地改良区があり、その大半が少人数の職員により運営されている
ため、維持管理計画書の更新や複式簿記の導入などにも苦慮している状況にあります。

　　これらの課題を含め、安定的な土地改良区の運営が図れるよう、体制強化に向けた支援を行います。

●　同一水系の広瀬桃木両用水土地改良区と八坂堰土地改良区の合併について、支援を行います。

　　

（２） スマート農業に対応した耕作条件整備の推進
●　管内でスマート農業に取り組んでいる農事組合法人等と連携して、水管理の省力化などの実証試験
を行いながら課題を明らかにし、畦畔除去や用水路改修などの必要な支援を行います。

数値目標 H30(基準年) R７(目標年)

農地・農業用施設の維持・保全が図られた
農地面積

４，４６８ha ５，３４５ha

世代間交流による田植え作業 さつまいもの収穫体験

４　地域の重点取組
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第４章　地域計画

●　当管内は群馬県南西部の４市３町２村からなり、すべての市町村の全域または一部が中山間地域となっ
ています。地形的には、烏川、神流川、鏑川、碓氷川などの河川沿いの平坦地域から長野県・埼玉県

との県境を構成する山間地域まで地形は変化に富んでいます。

●　当地域では、それぞれの自然環境の特色を活かし、野菜、米麦、果樹、こんにゃくいも、花き、畜産
など多彩な農業が展開されています。しかし、地形条件等から大規模化に適さない地域が多く、経営規

模は他地域と比較すると小さい状況です。

●　当地域における生産基盤の状況は、降雨量が少なく農業用水源に乏しい地域であったことから、古く
から多くの堰、用水路、ため池などの小規模な農業用施設が点在しています。今後、老朽化した施設を

計画的に保全し、併せて近年多発している自然災害に対応した豪雨・地震対策を行い、地域の安全安

心を確保する必要があります。

●　このほか、近年では高齢化等による離農が一層進み、農業用施設の維持管理が難しくなってきています。
このことから、土地改良区や水利組合などが適正な管理が行われるように組織の体制強化を進めてい

く必要があります。　

●　農地の担い手の確保及び育成や農業の収益性向上を図る観点から、一層の生産基盤整備を進める必
要があり、これに併せて、末端水利施設の維持管理や耕作放棄地対策に向けて地域の協働活動を促し、

野生鳥獣被害の対策など農地を持続的に利用できる仕組みを作る必要があります。

経年劣化により陥没した隧道（富岡市：甘楽多野用水） 地震により被災した防災重点ため池（藤岡市：大谷池）

１　地域の概要

２　現状及び課題

西部地域計画
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整備前の農地（藤岡市：牛田川除地区） 整備後の農地

（１） 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
●　下戸塚、笹川沿岸、牛田川除地区（藤岡市）、松義西部地区（富岡市・安中市）、宇田・一ノ宮地区（富
岡市）において、区画整理１５０haを完成させ、担い手へ７３ｈａの農地集積を推進します。

●　保美、小林地区（藤岡市）、吉田地区（富岡市）において、区画整理６６haを実施し、担い手への
農地集積を推進します。

●　碓氷川流域２期地区（安中市）において、土壌汚染対策を推進し、汚染畑の復元と営農条件の改善
を行います。

●　波家田地区（藤岡市）において、排水路を完成させ、営農条件の改善を行います。

数値目標 H３０（基準年） Ｒ７（目標年）

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

３６ｈａ ７３ｈａ

３　地域における施策の展開
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（３） 安全安心な農村づくり
●　弁天ため池、天水ため池地区（高崎市）、大谷牛秣地区（藤岡市）において、ため池の豪雨・地震
対策工事を完成させ、地域の安全安心を確保します。

●　防災重点ため池（３２箇所）のハザードマップの作成及び地域住民への周知を支援し、地域の安全
安心を確保します。また、豪雨・地震における詳細調査を支援し、対策が必要とされた防災重点た
め池の豪雨・地震対策を推進します。

●　河振地区（甘楽町）、栃久保地区（安中市）、白井地区（上野村）において、地すべり対策及び機能
保全を推進します。

●　多胡幹線（高崎市）、竹沼西幹線（藤岡市）において、石綿を使用した農業用管路の撤去を実施し、
農業者等の健康被害の防止を推進します。

●　岩井畑地区（安中市）において、土壌汚染対策による排客土を行い、地域の安全安心を確保します。

堤体の対策工事状況地震対策工事実施中の防災重点ため池
(藤岡市：大谷池)

（２） 持続的な農業用水の安定供給
●　神流川用水地区（藤岡市）において、機能保全計
画に基づく農業水利施設の長寿命化対策を完成さ
せ、農業用水の安定供給を行います。

●　長野堰地区（高崎市）、藤岡中央地区（藤岡市）
において、機能保全計画に基づく農業水利施設の
長寿命化対策等を実施し、農業用水の安定供給を
行います。

●　小幡地区（甘楽町）において、世界かんがい施設
遺産である雄川堰の改修を完成させ、歴史的施設の保全、継承を行います。

●　長野堰地区（高崎市）において、水管理システムの更新を完成させ、農業用水の安定供給を行います。

●　県が管理する南牧頭首工（下仁田町）において、鏑川土地改良区と連携して適切な維持管理と補修
整備を実施します。

数値目標 H３０（基準年） Ｒ７（目標年）

基幹農業水利施設の長寿命化等対策工事を
完成させる地区数

２地区 ３地区

数値目標 H３０（基準年） Ｒ７（目標年）

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における
詳細調査を完了させる防災重点ため池数

９箇所 ３２箇所

長寿命化が図られた頭首工（高崎市：長野堰）
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（４） 魅力ある農村の構築
●　多面的機能支払交付金を活用した農地や水路等の維持・保全に取り組む地域の協働活動を支援し、
３，１１６ｈａにおいて農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図ります。

数値目標 H３０（基準年） Ｒ７（目標年）

農地・農業用施設の維持・保全が図られた
農地面積

２，６６８ｈａ ３，１１６ｈａ

農村環境保全活動の学校連携(高崎市)

関係団体との勉強会

４　地域の重点取組

　当地域では、地域開発や農業者の減少、経年劣化

による維持管理費の増加など農業水利施設を取り巻

く状況は、造成時と比較して大きく変化しており、今

後もこの傾向は変わらないと思量されます。

　また、農業用水需要の変化によって施設規模との

乖離が生じ、維持管理の合理化などにも支障を来すこ

とが想定されます。

　こうした状況は、多くの農業水利施設で生じていま

すが、水利再編を視野に入れた対応が求められる鏑

川水系において、合理的な用水の利活用を実現させる

ため、今後１０年間を見据えた中で、関係団体及び農

業者と連携し、農業用水合理化に向けた構想づくりに

取り組みます。
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東部地域の水田地帯（中之条町）

豪雨等による表土流亡状況（嬬恋村）

西部地域の高原野菜（嬬恋村）

老朽化が進む農業水利施設（中之条町：美野原用水）

●　吾妻地域は群馬県北西部の４町２村からなり、全域が中山間地域で標高３００～１，４００ｍに耕地が
分布し、標高差を活かした特徴ある農業が展開され、吾妻渓谷に築造された八ッ場ダムを境に、東部

地域（中之条町、高山村、東吾妻町）と西部地域（長野原町、嬬恋村、草津町）に大別されます。

●　東部地域では、稲作＋野菜などの複合経営を主体として、こんにゃくいも、夏秋なす、キク類、りん
ご等の産地化が図られているほか、養豚・採鶏卵の大規模経営が行われています。

●　西部地域の高原地帯では、嬬恋村、長野原町を中心にキャベツ、はくさい等の大規模栽培や酪農経営
が営まれています。

●　東部地域では、担い手の確保や育成を図る観点から、一層の生産基盤整備を進める必要があります。

●　西部地域では、高原野菜のさらなる産地強化に向けた営農労力の軽減や集中豪雨等による表土流亡
の軽減対策が急務となっています。

●　美野原用水土地改良区等が管理する農業水利施設や東吾妻町等の農道では、標準耐用年数を大きく
超過した施設が多く劣化も著しいことから、老朽化した施設の計画的な保全対策が必要です。また、近

年、多発する自然災害に対応した地震対策により、地域の安全安心を確保する必要があります。

●　担い手への農地集積が進む中、山あいの条件不利地では荒廃する農地も増加しています。一方、中山
間地の暮らしに魅力を感じ、就農希望者も増えつつあるため、新規就農者が持続可能な魅力ある農業

展開が図れる取組が必要です。

１　地域の概要

２　現状及び課題

吾妻地域計画
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受水槽による防除用水の安定確保
（嬬恋村：干俣地区）

保全対策が行われた農道
（東吾妻町：榛名西麓１期地区）

長寿命化が図られた頭首工
（中之条町：美野原地区）

（２） 持続的な農業用水の安定供給
●　美野原２期地区（中之条町）において、機能保全計
画に基づく、農業水利施設の長寿命化対策等を完成

させ、農業用水の安定供給を行います。

●　美野原土地改良区や嬬恋土地改良区等の各土地改
良区における維持管理計画書の見直しを支援します。

　　また、運営体制の強化に向けた施設の資産評価及

び複式簿記の導入・活用を支援します。

（１） 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
●　干俣地区（嬬恋村）において、防除用水管路や受水
槽を完成させ、水管理の省力化や営農労力の軽減を

図り、担い手へ１３３ｈａの農地集積を推進します。

●　仙之入、田代湯尻地区（嬬恋村）において、農道や
排水路、沈砂池を完成させ、営農効率並びに地域排

水機能の向上を図り、担い手へ５６ｈａの農地集積

を推進します。

●　原地区（高山村）、上ノ原地区（東吾妻町）において、
農地中間管理機構と連携した生産基盤整備等により、

営農条件の改善及び農地集積・集約化を推進します。

●　中之条地区（中之条町）、榛名西麓１期地区（東吾妻
町）、大笹地区（嬬恋村）において、農道保全対策計

画に基づく路面補修及び農道橋の地震対策を完成さ

せ、農道機能の維持・保全を行います。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

基幹農業水利施設の長寿命化対策工事を
完成させる地区数

１地区 ２地区

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

１３９ha １８９ha

３　地域における施策の展開
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第４章　地域計画

防災重点ため池の状況（高山村：梅沢貯水池）

学校との連携による農業用水学習会
（長野原町：長野原町広域協定）

（３） 安全安心な農村づくり
●　防災重点ため池（１０箇所）のハザードマップの作
成及び地域住民への周知を支援し、地域の安全安心

を確保します。また、豪雨・地震における詳細調査を

支援し、対策が必要とされた防災重点ため池の豪雨・

地震対策を推進します。

●　わらび峠地区（中之条町）において、地すべりの前
兆現象を早期に把握するため、地域住民と連携した

監視体制を毎年度構築します。

（４） 魅力ある農村の構築
●　多面的機能支払交付金を活用した農地や水路等
の維持・保全に取り組む地域の協働活動を支援し、

２，６９３ｈａにおいて農業・農村が有する多面的機

能の維持・発揮を図ります。

●　新田地区（長野原町）において最適整備構想に基づ
く、農業集落排水施設の機能強化対策を支援し、農

村環境の保全を図ります。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における
詳細調査を完了させる防災重点ため池数

０箇所 １０箇所

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

農地・農業用施設の維持・保全が図られた
農地面積

２，５３５ha ２，６９３ha
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沈砂池の堆積状況（嬬恋村） グリーンベルトの設置状況（嬬恋村）

　西部地域の高原地帯は、急傾斜地であることから、台風や集中豪雨時には隣接する農道や河川にも耕作
土が流出し、その対応に苦慮している状況です。

　これまでに表土流亡の軽減対策として、承水路や沈砂池整備によるハード対策とグリーンベルトや緑肥

によるソフト対策を一体的に進めてきましたが、近年では、堆積土による沈砂池機能の低下や生産農家の

ソフト対策への意識の希薄化が進み、表土流亡もより深刻化しています。

　今後も、より一体的なハード対策とソフト対策を進め、表土流亡を軽減し、全国に誇れる高原野菜の産

地力強化に向けて以下の取組を進めます。

●　沈砂池や流末排水路を整備し、表土流亡の未然防止並びに円滑な下流域への排水対策を行います。

●　地元農家や関係機関と連携し、沈砂池内堆積土の撤去や農地還元手法について検討します。

●　生産基盤整備に併せて、地元農家へソフト対策の重要性、必要性の周知を図ります。

４　地域の重点取組

かんがい施設が整備されたハウス
（中之条町：六合地区）

ブランド化された「六合の花」
（クリスマスローズ）

（５） 地域資源を活かした中山間地域の振興
●　六合地区（中之条町）において、新規就農者が担い
手として定着できるよう、かんがい施設等の生産基盤

整備を支援し、魅力あ

る地域づくりに取り組

みます。
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第４章　地域計画

●　利根沼田地域は群馬県北部に位置し、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町の１市１町３村
からなり、総面積は１,７６６㎢  で県土面積の２７．７%を占め、夏季は冷涼で、昼夜の温度差が大きい

中山間地特有の気候風土を有しています。

●　農業は、赤城山北西麓で、レタス、ほうれんそ
う、えだまめ、だいこん等の夏秋野菜やこんにゃく

いもを主体とした大規模な畑作経営が行われており、

その他の地域では、観光客が多く訪れることから、

りんご、ぶどう、ブルーベリー等の観光果樹園を

中心とした観光農業が盛んです。水田作においては、

県内トップクラスの良食味米のブランド産地として

認識されており、中山間地域の特徴を活かした多

彩な農業経営が展開されています。近年は農業用

水を利用したトマト、パプリカ及び花きなどの施設

栽培も盛んに行われています。

●　群馬県農業産出額における利根沼田管内の占める割合は１４．８%であり、工芸作物（こんにゃく）が
全体の５１%と最も高い割合を占め、次いで果樹３７%、野菜２１%となっています。これは標高差や

夏季の冷涼な気象条件等の地域特性を活かした農業が盛んであることを示しています。

●　管内の中山間地域は、農地条件が不利であることや、
野生鳥獣被害などから耕作放棄地化の進行が懸念さ

れています。

●　管内の生産基盤状況は、農業用水源に乏しいこと
から国営及び県営事業により水田と畑地にかんがい

施設が整備され、水稲と野菜産地が形成されました。

　　しかし、これらの基幹的な農業用用排水施設の老

朽化及び豪雨・地震の現行基準を満たさない防災重

点ため池があることから、長寿命化対策と自然災害

に対応した豪雨・地震対策の推進が急務となってい

ます。

●　特に赤城北ろく地区の末端用水施設において、安全性が課題である石綿セメント管が多く使用されて
いることから、石綿セメント管の計画的更新が急務となっています。

１　地域の概要

２　現状及び課題

利根沼田地域計画

片品村のトマト

畑地かんがいによる散水状況
（昭和村：赤城北ろく用水）
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長寿命化対策施設監視

（１） 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
●　遊休農地化が進行する中山間地域の牛の平地区（片
品村）において、農業用水整備及び区画整理を完成

させ担い手への農地集積・集約化１５ha及び高収益

作物の導入を推進します。

●　上宿原地区（川場村）において、区画整理６haを完
成させ担い手へ農地を５ha集積します。

（２） 持続的な農業用水の安定供給
●　沼田平１期・２期、追貝平地区（沼田市）で機能保全計画に基づく農業水利施設の長寿命化対策を
完成させ、農業用水の安定供給を行います。

●　沼田平、赤谷川沿岸、追貝平の各土地改良区における維持管理計画書の見直しを支援します。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

２ｈａ ２０ｈａ

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

基幹農業水利施設の長寿命化等対策工事を
完成させる地区数

３地区 ６地区

３　地域における施策の展開

整備前の遊休農地の状況（片品村：牛の平地区）

監視計画に基づく施設監視の実施状況
（昭和村：赤城北ろく用水）

長寿命化が図られた施設（沼田市：赤城北ろく用水）
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農地維持活動の状況
（みなかみ町：東峰むらづくり推進協議会）

農地維持活動の状況
（昭和村：昭和第１地区環境保全推進協議会）

（３） 安全安心な農村づくり
●　防災重点ため池（２８箇所）のハザードマップの
作成及び地域住民への周知を支援し、地域の安全

安心を確保します。また、豪雨・地震における詳

細調査を支援し、対策が必要とされた防災重点た

め池の豪雨・地震対策を推進します。

●　池田、宇楚井地区（みなかみ町）でため池の豪雨・
地震対策工事を完成させ、地域の安全安心を確保

します。

●　権現上・下地区（みなかみ町）、鎌田地区（片品
村）、沼田西部地区（沼田市）でため池の豪雨・地震対策工事に着手し、地域の安全安心を確保します。

●　赤城原、北ろく赤谷地区（昭和村）については、経年劣化した石綿セメント管を硬質塩化ビニル管
等へ取り替え工事を完成させ、石綿の飛散による健康被害を防止し、地域の安全安心を確保します。

（４） 魅力ある農村の構築
●　多面的機能支払交付金を活用した、農地や水路等の維持・保全に取り組む地域の協働活動を支援し、
３,７８４haにおいて農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図ります。

●　糸井・三ツ谷地区（昭和村）、花咲地区（片品村）で最適整備構想に基づく、農業集落排水施設の
機能強化対策を支援し、農村環境の保全を図ります。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

農地・農業用施設の維持・保全が図られた
農地面積

３,４６５ha ３,７８４ha

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における
詳細調査を完了させる防災重点ため池数

２箇所 ２８箇所

豪雨・地震対策工事実施中の防災重点ため池
（みなかみ町：池田ため池）
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利根実業高校との棚田保全活動
（みなかみ町：真沢地区さなざわだんだんの会）

石綿セメント管の破損状況（昭和村・赤城原地区）

冬の棚田に竹灯籠を燈す都市交流イベント
（川場村：冨士山地区冨士山集落活性化協議会）

石綿セメント管から塩ビ管への敷設替え状況

（５） 地域資源を活かした中山間地域の振興
●　真沢、藤原地区（みなかみ町）、冨士山地区（川場村）において、棚田（畑）保全活動を支援します。

●　中山間元気創生基盤整備構想を基に片品村上郷地域の農業、地域振興を支援します。

　昭和３０年代から４０年代にかけて、農業用管路として設置した石綿セメント管を硬質塩化ビニル管等

へ敷設替えることにより、石綿の飛散による健康被害を防止し、地域の安全と農業用水の安定供給を図り

ます。

●　赤城北ろく用水の赤城原、北ろく赤谷地区（昭和村）については令和５年度までに完成させ、地域の
安全安心を確保します。

●　赤城北ろく用水の追分・松之木平地区（昭和村）及び沼田平用水の沼田平平出地区（沼田市）につい
ては、令和５年度までに着手し、地域の安全安心を確保します。

●　赤城北ろく用水の東中野・二本松地区（昭和村）については、長期的な計画に基づき事業推進を図り
ます。

４　地域の重点取組

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

石綿セメント管の敷設替え完成延長 １.６km ３６.０km
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広大な水田地帯（板倉町） 畑地かんがいによるほうれんそう栽培（太田市）

●　東部地域は、群馬県東部の４市５町からなり、渡良瀬川上流部の中山間地域から大間々扇状地を経て、
利根川と渡良瀬川の二大河川に囲まれた平坦地域へと展開しています。

●　国営渡良瀬川沿岸事業及び県営事業で造成した基幹農業水利施設によって、農業用水を広域的に供給
できるようになり、畑地かんがい施設による小玉すいかやほうれんそうなどの施設園芸作物や、県内の

米の４割以上を生産する水田農業が盛んに行われています。

●　きゅうり、トマト、なす等の施設野菜、やまといも、ブロッコリー、ねぎ、はくさい等の露地野菜の生
産も盛んです。また、近年はキャベツ等の加工・業務用野菜の生産が一部で増加しています。

●　邑楽・館林地域や太田地域の小区画・未整備な水田及び畑では、農作業効率が悪く、近年は耕作放
棄地が増加傾向にあります。そのため、経営規模拡大や経営安定化のための生産基盤整備が必要です。

●　国営渡良瀬川沿岸事業等で造成された基幹農業水利施設では、施設の老朽化や地域開発等によって
施設管理が困難となることが懸念されています。そして、それらの農業水利施設を管理する土地改良区

では、農業就業人口の減少に伴って組合員数が減少しており、管理体制の強化が必要です。

●　老朽化した水利施設を多く抱える邑楽・館林地域では、適時・適切な保全対策が必要です。

●　太田及び桐生・みどり地域の丘陵地には、２６箇所の防災重点ため池がありますが、豪雨や地震時の
被災が懸念されるため池が存在しており、住民の安全を確保するための対策が急務です。また、排水

路が未整備な藪塚西部地域では、近年の集中豪雨や台風に起因した農地等の湛水被害が発生しており、

地域排水対策が必要です。

●　桐生・みどり地域の中間山地域では、鳥獣被害や農業者の減少などによって耕作放棄地が増加してい
ます。また、山間部における農業用水の維持管理体制や渓流からの安定取水の確保が課題となってい

ます。

１　地域の概要

２　現状及び課題

東部地域計画
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整備前の狭小区画での稲刈り 整備後の大区画水田（板倉町：五箇谷地区）

（１） 農業の収益性向上を図る生産基盤整備
●　五箇谷地区（板倉町）、下江黒地区（明和町）、緑町地区（太田市）において、区画整理１５４ｈａを
完成させ、担い手へ９７ｈａの農地集積を推進します。

●　新田赤堀地区（太田市）、木戸、野辺地区（館林市）において、担い手への農地集積を図るために
区画整理１７６ｈａの事業化に向けた推進をします。

●　城沼水路地区（館林市、板倉町）において、水路補修やパイプライン化等により、担い手へ３９ｈａ
の農地集積を推進します。

●　宝泉地区（太田市）、城沼地区（板倉町）において、畦畔除去等による区画拡大を実施し、担い手
への農地集積を推進します。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

生産基盤整備事業を契機に担い手へ集積する
農地面積

４０ha １３７ha

３　地域における施策の展開

管更生工法により長寿命化が図られた農業水利施設
（みどり市：大間々用水地区）

太田頭首工洪水吐ゲートの補修整備
（桐生市：渡良瀬川中央地区）

（２） 持続的な農業用水の安定供給
●　深沢川頭首工、大間々用水地区（みどり市）、藤川用水地区（邑楽町）において、機能保全計画に
基づく農業水利施設の長寿命化対策を完成させ、農業用水の安定供給を行います。

●　利根加用水２期地区（千代田町）において、水管理システムの更新を完成させ、農業用水の安定供
給を行います。

●　阿左美沼土地改良区において、維持管理計画書の見直しを支援します。

●　県が管理する太田頭首工（桐生市）、邑楽頭首工（館林市）において、渡良瀬川中央土地改良区連合、
渡良瀬川下流土地改良区連合と連携して適切な維持管理と補修整備を実施します。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

基幹農業水利施設の長寿命化等対策工事を
完成させる地区数

１地区 ５地区
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第４章　地域計画

豪雨により被災した防災重点ため池
（桐生市：奥沢下沼）

排水施設が未整備な
畑の湛水状況

排水路を整備し湛水被害を防止
（太田市：大久保地区）

（３） 安全安心な農村づくり
●　防災重点ため池（２６箇所）のハザードマップの作成及び地域住民への周知を支援し、地域の安全
安心を確保します。また、豪雨・地震における詳細調査を支援し、対策が必要とされた防災重点た
め池の豪雨・地震対策を推進します。

●　奥沢下沼地区（桐生市）、寺ヶ入、西長岡ため池地区（太田市）において、防災重点ため池の豪雨・
地震対策工事を完成させ、地域の安全安心を確保します。

●　大久保地区（太田市）において、地域排水対策を完成させ、湛水被害を防止します。

●　渡良瀬川中央地区の農地防災水管理システムを更新し、広域的に排水機能を強化して湛水被害を低
減します。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

ハザードマップの作成及び豪雨・地震における
詳細調査を完了させる防災重点ため池数

１０箇所 ２６箇所

直営施工による水路補修活動（みどり市：東地区） 学校教育と連携した小学生の田植え体験
（明和町：明和広域地区）

（４） 魅力ある農村の構築
●　多面的機能支払交付金を活用した、農地や水路等の維持・保全に取り組む地域の協働活動を支援し、
５，０６２ｈａにおいて農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図ります。

●　市野井・市地区（太田市）において、最適整備構想に基づく農業集落排水施設の機能強化対策を支
援し、農村環境の保全を図ります。

数値目標 H30（基準年） R７（目標年）

農地・農業用施設の維持・保全が図られた
農地面積

４,６１２ha ５,０６２ha
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地域で取り組む酒米栽培（みどり市）

（５）地域資源を活かした中山間地域の振興
● 酒米の生産拡大に取り組むみどり地域や集落活動が盛んな桐生地域において、元気で多様性のあ

る中山間地農業の実現に向けて、持続的な生産活動を下支えするための基盤整備構想を策定します。

邑楽頭首工（館林市：渡良瀬川沿岸地区） 加工・業務用野菜の生産振興（明和町）

● 渡良瀬川沿岸地区において、今後の産地収益力を向上させるために地域の課題を把握し、新たな農業

展開に対応できる基幹農業水利施設のあり方を国や土地改良区と連携して検討します。

● 尾島東部地区は、地域特産品であるヤマトイモの産地でしたが、ほ場が狭小で道路が未整備なため営

農に支障を来しており、耕作放棄地が増加傾向にあります。このため、集落への意識調査や座談会を通

じて地域の課題を把握し、課題解決に向けた整備構想を策定して生産基盤整備を推進します。

● 県内初となる農地中間管理機構と連携した農地整備事業を下江黒地区で実施し、新たな野菜産地モデ

ルとして地元関連企業の参画等による担い手の確保と高収益作物への転換を推進します。

４　地域の重点取組
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第５章　農業農村整備事業の実績

　農業農村整備事業は、農地や農業水利施設等の生産基盤を保全・整備し、農業の生産性の向上を図るとと
もに、農村における安全安心な生活環境の整備を行っています。また、農村の地域コミュニティを基盤とした協
働活動により、農業・農村が有する多面的機能を発揮させるとともに、地域の特性に応じた農産物をはじめと
する多彩な地域資源を活かした農村振興にも取り組んでいます。本章ではこれまでの本県の取組の一部を紹介
します。

第第５５章章
農業農村整備事業の実績農業農村整備事業の実績

防災重点ため池の豪雨・地震対策

担い手への農地集積を図る生産基盤整備グリーン・ツーリズム、農泊の推進

地域の協働活動による多面的機能の維持・発揮 農業水利施設の長寿命化
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3ha以上
（285戸）

3ha以上

（170戸）

2～3ha
2～3ha

1～2ha

1～2ha

1ha未満1ha未満

１　農業の収益性向上を図る生産基盤整備

赤城西麓地区　（昭和村、沼田市、渋川市、前橋市）

嬬恋地区　（嬬恋村）

集積による大規模経営農家の増加 昭和村における経営耕地面積規模別農家数の変化

嬬恋村における戸当たり経営耕地面積の推移農地造成による経営耕地面積の増加

　事業実施前は、水に恵まれず常に干ばつ被害を受け、不
安定な農業経営を余儀なくされていました。このため、畑
地かんがい施設の整備と併せて区画整理を実施し、高収
益作物の導入が可能となった上、担い手への農地集積が
進み、農業生産性が向上しました。

　嬬恋村では夏の冷涼な気候を活かした「夏秋キャベツ」
の生産が盛んなため、未墾地に農地を造成し、生産量の
増加と経営規模の拡大が図られました。
　また、「つまごい高原キャベツ」の商標登録を行い、全国
有数のキャベツ生産地となっています。 

　基盤整備を契機に、担い手へ農地の集積が
進み、経営面積が３ｈａ以上の農家数は、事業
開始当時１８％でしたが、平成２７年において
は農家数の半分を占めるまでに増加しました。

　農地造成により経営規模拡大が図られ、効
率的な営農が可能になりました。 
　また、農業機械の大型化が進んだこともあり、
戸当たりの経営耕地面積が事業実施前と比べ
て約２倍に増加しました。 

赤城西麓地区

吾妻郡嬬恋村

利根郡昭和村

整備された農地（レタス）

造成されたキャベツ畑

Ｈ２（９６４戸）

18% 52%

Ｈ２７（５４５戸）

畑地かんがいを活用した施設栽培

収穫作業の様子

3.01 3.21
3.75

4.84
5.51

5.76

2

3

4

5

6

S60 H7 H12 H17 H22 H27

約２倍
に増加

事業実施前
Ｈ元年

事業完了
Ｈ13年

嬬恋地区
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第５章　農業農村整備事業の実績

２　持続的な農業用水の安定供給　　　　　　　　　　　

長野堰頭首工地区　（高崎市）

大正用水地区　（前橋市、伊勢崎市）

長寿命化対策による農業用水の安定供給

長寿命化対策による農業用水の安定供給

　世界かんがい施設遺産「長野堰用水」の頭首工は、造成後４０
年以上が経過し、堰の摩耗や護床工の沈下の進行により、農業
用水の安定的な取水に支障を及ぼす恐れがありました。
　このため、保全対策を行い、施設の長寿命化を図りました。

　大正用水の６号隧道は施設造成後７０年以上経過しており、
平成３０年８月には農地が陥没する事故が発生しました。
　このため、調査を実施したところ、隧道全線において底版中
央部の損傷が発見され、底版の早急な改修工事が必要と判断さ
れたことから、施設の長寿命化のための計画を策定しました。

　土砂吐エプロン部は高強度コンクリート工法
等より補強し、護床ブロックは新たに更新する
ことで長野堰頭首工の長寿命化を図りました。
　これにより、施設の健全化と維持管理費の
低減が図られ、高崎市内３９４ｈａに及ぶ受益
地への農業用水の安定供給が確保されました。

　大正用水では、ブロックに摩耗や損傷が進行
し、一部で漏水が発生しています。
　このため、施設の機能保全計画を策定し、計
画的な長寿命化対策を実施することで、財政負
担を平準化しながら用水の安定供給を図ってい
ます。

大正用水地区

長野堰頭首工地区

前橋市、伊勢崎市

高崎市

事業実施前の長野堰頭首工

円筒分水工

突発的に陥没した農地

事業実施後の長野堰頭首工

下流の幹線用水路

陥没原因の調査

対策後の開水路ブロックの損傷状況
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9,057
50,551

167,563

153,523

320,070

作物被害額

公共・一般資産
関係被害

農業関係被害

農地被害額 農業用施設被害額 公共施設被害額 家屋被害額

３　安全安心な農村づくり

渡良瀬川中央地区　（桐生市、太田市、みどり市、館林市、板倉町、大泉町、邑楽町）

堀廻地区　（沼田市）

事業実施による湛水被害額の減少 渡良瀬川中央地区における想定被害額の比較

堀廻地区における想定被害額事業実施による被害の防止

　東毛地域では都市化の進展により、農地から宅地や工業団
地へ土地利用が変化したことで、農業水利施設の排水機能が
低下し、地域によっては湛水被害が発生していました。 
　このため、排水路等の機能回復を図る整備を行い、湛水被
害を軽減しました。

　堀廻温水ため池第１及び第２の両ため池は、老朽化による堤
体の変形や漏水が発生しており、決壊した場合には下流地域
において、大きな被害が発生する恐れがありました。
　このため、堤体を改修する防災減災対策を実施しました。

　排水路の機能回復や遊水池の整備により、
太田市、館林市など関係９市町における農地や
農業用施設、公共土木施設の想定被害額が合
計で１／５に減少しました。 
　また、農作物への湛水被害等も減少し、営
農意欲の向上に繫がりました。

　両ため池ともに顕著な漏水が確認されていたため、管理組合で
は貯水位を制限して管理するなどの対応が必要となっていました。
　また、両ため池が決壊した場合には、１１．２haの農地・農作物、
１．４kmの農道、３．６kmの水路などの農業施設関係に被害を及
ぼすだけでなく、１３戸の住宅・事業所、３戸の公共建物への被
害も想定されたことから、ため池の改修を行い、地域の安全安心
を確保しました。

堀廻地区

渡良瀬川中央
地区

沼田市

太田市ほか

事業実施前の堀廻第１ため池

湛水被害の状況（事業実施前）

事業実施後の堀廻第１ため池

整備された排水路

（千円）

91,947

63,697

37,472
25,427

6,630 8,793
0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

農地
被害額

農業用施設
被害額

公共土木施設
被害額

事業実施前 事業実施後
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第５章　農業農村整備事業の実績

４　魅力ある農村の構築

鹿田山周辺広域協定　（みどり市）

明和地域広域協定運営委員会　（明和町）

遊休農地の解消

多面的機能の増進を図る活動

　みどり市笠懸町鹿地域では、３組織がそれぞれ活動を実施
していましたが、活動の充実、事務の軽減を図るため、平成
２９年度から広域活動組織となり、遊休農地を利用した農業
体験や景観植物の植栽などを行い、地域の活性化に取り組ん
でいます。

　明和町では活動組織の事務負担軽減を図るため、平成２８
年度に明和町全域を対象とした「明和地域広域協定運営委員
会」を立ち上げ、非農家を含めた地域全体で、地域資源の維
持保全、環境保全活動に取り組んでいます。

　広域活動組織としての取組により、こ
れまで地域内の遊休農地を２．５ha解消
しました。
　現在は、各団体などにより、景観作物
の植栽や農業体験の場として活用されて
おり、地域の恒例行事となっています。
　また、畦道をフットパスとして整備し、
地域の憩いの場を提供しています。

　遊休農地を解消・活用し、農業体験を
通じて子供達の農業への関心を高めると
ともに、農道脇の花の植栽など、地区の
環境美化に取り組んでいます。
　また、町や農業委員会と協力して、地
区で話し合いを実施し、担い手への農地
の集積や、ほ場整備事業を推進するなど、
地域農業の維持・発展に取り組んでいま
す。 

明和地域
広域協定
運営委員会

鹿田山周辺
広域協定

明和町

みどり市

遊休農地の解消作業

草刈りによる農地維持活動

保育園児による菜種まき

遊休農地での田植え体験

遊休農地に植栽した菜の花

植栽による農村環境保全活動

特別支援学校とフットパス整備

地区の話し合い
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協議会設立総会

特産の柿を使った商品開発
（やま・さと応縁隊）

地域資源調査

農家民宿ビジネス立ち上げ
（やま・さと応縁隊）

５　地域資源を活かした中山間地域の振興

神流町農泊事業推進協議会　（神流町）

利根沼田地区　（みなかみ町）

大学生と連携した地域活性化
（やま・さと応縁隊）

除雪作業で集落の高齢者を支援（集落
機能強化の取組）

　人口減少や高齢化が課題となっている神流町では、関係人
口の増加や地域産業の創出を目指し、地域全体で農泊事業の
推進に取り組んでいます。 
　平成３０年度に神流町農泊事業推進協議会を設立し、国の
農山漁村振興交付金等を活用して、地域資源の発掘・磨き上
げや体験プログラムの作成等、都市住民の受入体制整備を進
めています。 

　関東学園大学がやま・さと応縁隊事業  
を活用し、平成２７年度より神流町の地  
域活性化に向けた調査・研究活動を行い
ました。 
　また、農泊の推進においても、産学官  
の連携を図りながら取り組んでいます。 

　当地域では、集落住民の高齢化により、冬期の除雪
作業が大きな負担となっています。
　そこで、中山間地域等直接支払制度（共同取組活動）
を活用して除雪機械を購入し、高齢者世帯等の支援を
行っています。除雪支援は、集落協定参加者が輪番制で
担当し、非農家を含めた地域の「支え合い精神」により、
集落機能を維持しています。 

　みなかみ町小和知地区では、中山間地域特有の課題である、
高齢化や担い手不足、鳥獣被害等が深刻化しています。
　そこで、中山間地域等直接支払制度に取り組み、集落協定
に基づく農業生産活動等（水路・農道等の管理等）の継続を
図っています。

小和知
集落協定

神流町農泊事業
推進協議会

みなかみ町

神流町

豪雪地帯の小和知地区

水路の清掃

共同機械利用による除雪

鳥獣防止柵の設置
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第６章　ＳＤＧｓに関する取組

第第６６章章
ＳＤＧｓに関する取組ＳＤＧｓに関する取組

（１）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは
　平成２７年９月に国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、「我々の世界を変革

する：持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」が全会一致で採択されました。

　このアジェンダに記載されたＳＤＧｓ「持続可能な開発目標（S
サ ス テ ィ ナ ブ ル

ustainable D
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト

evelopment

G
ゴ ー ル ズ

oals：Ｓ
エスディージーズ

ＤＧs）は、２０３０年までの国際目標であり、国際社会全体が持続可能な世界を実現するた

めの１７のグローバル目標（分野別目標）と１６９のターゲット（達成基準）で構成されています。

（２）「群馬県農業農村整備計画２０２０」とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の関係
　群馬県農業農村整備計画２０２０とＳＤＧs（持続可能な開発目標）の関係を明示します。
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｢群馬県農業農村整備計画２０２０｣と
｢ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）｣
の関係表

（１）担い手への農地集積を図る生産基盤整備

（２）営農条件改善のための生産基盤整備

（３）スマート農業に対応した生産基盤整備の
推進

（１）農業水利施設の長寿命化

（２）土地改良区の体制強化

（３）農業水利施設の維持管理合理化

（１）防災重点ため池の豪雨・地震対策

（１）地域の協働活動による多面的機能の
　　 維持・発揮

（２）ため池の管理体制整備

（２）農村生活環境の保全整備

（３）農村の防災減災対策

（2）中山間地域の農業生産活動の支援

（１）グリーン・ツーリズム、農泊の推進

（３）中山間地域の特性を活かした
整備構想策定

１ 農業の収益性向上を図る生産基盤整備

１ 2 3 4 5 6 7

貧　困 教　育 ジェンダー 水・トイレ エネルギー飢　餓 健康・福祉

３ 安全安心な農村づくり

４ 魅力ある農村の構築

５ 地域資源を活かした中山間地域の振興

SDGsにおける17のゴールに関連する
群馬県農業農村整備計画の施策数

※表中の番号は、群馬農業農村整備計画の施策に該当する、SDGsの17のゴールにおけるターゲットのナンバー
※令和3年10月現在

２ 持続的な農業用水の安定供給

2.3
2.4

2.3
2.4

2.3
2.4

6.4

6.4

6.4 7.2

6.b

6.3

2.4

2.4

2.4

1.5

1.5

1.5

2.4

3 　 8 　 0 　 0 　 0 　 5 　 1

2.3
2.4
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産業・技術
革新

パートナー
シップ

働きがい・
経済成長

つくる責任・
つかう責任

住み続け
られる街

8 9 １0 １1 １2 １3 １4 １5 １6 １7

備　考

不平等 気候変動 海の豊かさ 陸の豊かさ 平和・公正

9.4

9.5

11.5
11.b

11.5
11.b

11.5
11.b

13.1

13.1

13.1

8.1
8.2

8.1
8.2

8.1
8.2

8.1
8.2
8.3
8.9

11.a

　 4 　 2 　 0 　 4 　 0 　 3 　 0 　 0 　 0 　 0 30

第６章　ＳＤＧｓに関する取組
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（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について

あらゆる場所の
あらゆる形態の貧困を
終わらせる

飢餓を終わらせ、
食料安全保障及び
栄養改善を実現し、
持続可能な農業を
促進

あらゆる年齢の
すべての人々の
健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

すべての人々へ
包摂的かつ公正な
質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を
促進する

ジェンダー平等を
達成し、
すべての女性及び
女児の能力強化を
行う

すべての人々の水と
衛生の利用可能性と
持続可能な管理を
確保する

すべての人々の安価かつ
信頼できる持続可能な
近代的エネルギーへの
アクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済
成長及びすべての人々の
完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい
雇用（ディーセント・ワーク）
を促進する

強靱（レジリエント）な
インフラ構築、包摂的
かつ持続可能な産業化の
促進及びイノベーション
の推進を図る

出展：総務省
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第６章　ＳＤＧｓに関する取組

各国内及び各国間の
不平等を是正する

包摂的で安全かつ
強靱（レジリエント）で
持続可能な都市及び
人間居住を実現する

持続可能な
生産消費形態を
確保する

気候変動及び
その影響を軽減する
ための緊急対策を
講じる

持続可能な
開発のために
海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で
利用する

陸域生態系の保護、回復、
持続可能な利用の推進、
持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処、ならびに
土地の劣化の阻止・回復及び
生物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のための
平和で包摂的な社会を促進し、
全ての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルに
おいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する

持続可能な開発のための
実施手段を強化し、
グローバル・パートナー
シップを活性化するで
目標を達成しよう
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群馬県農業農村整備計画２０２０群馬県農業農村整備計画２０２０
（ぐんま水土里保全整備プラン）策定経過（ぐんま水土里保全整備プラン）策定経過

◆令和元年度
年月日 名　　称 内　　容

令和元年　５月２１日 (火 )
令和元年　７月　３日 (水 )

令和元年　８月　１日 (木 )

令和元年　８月２８日 (水 )

令和元年　９月１２日 (木 )
令和元年１０月２３日 (水 )
令和元年１１月１１日 (月 )
令和元年１２月１９日 (木 )
令和２年　１月２４日 (金 )
令和２年　１月３１日 (金 )

令和２年　２月２５日 (火 )
令和２年　３月　６日 (金 )

進行管理委員会　第１回幹事会
進行管理委員会　第２回幹事会

進行管理委員会　第３回幹事会

進行管理委員会　第１回

進行管理委員会　第４回幹事会
進行管理委員会　第５回幹事会
進行管理委員会　第２回
進行管理委員会　第６回幹事会
進行管理委員会　第７回幹事会
県民意見提出制度（パブリック
コメント）
進行管理委員会　第８回幹事会
進行管理委員会　第３回

次期プラン骨子説明
次期プラン施策体系、施策の
柱検討
次期プラン施策体系、施策の
柱、記載内容の検討
次期プラン施策体系、施策の
柱について
次期プラン策定方針について
次期プラン素案検討
次期プラン素案について
次期プラン原々案検討
次期プラン原案検討

次期プラン案検討
次期プラン案検討

◆令和２年度
年月日 名　　称 内　　容

令和３年　２月１９日 ( 金 )
令和３年　３月１５日 ( 月 )

進行管理委員会　第２回幹事会
進行管理委員会　第２回

一部改正案検討
一部改正案検討

◆平成３０年度
年月日 名　　称 内　　容

平成３０年　７月　 ５日(木)
平成３０年　８月 ２９日(水)
平成３０年　９月 １２日(水)
平成３０年１０月 ２３日(火)
平成３０年１２月１７日 (月 )
平成３０年１２月２５日 (火 )
平成３１年　２月１９日 (火 )

平成３１年　３月 １５日(金)

構成員会議　
進行管理委員会　第１回　
進行管理委員会　第 2回幹事会
進行管理委員会　第 3回幹事会
進行管理委員会　第４回幹事会
進行管理委員会　第２回
進行管理委員会　第 5回幹事会

進行管理委員会　第 3回

次期プラン策定に向けた検討
次期プラン策定に向けた検討
次期プラン策定に向けた検討
次期プラン策定に向けた検討
次期プラン骨子試案の検討
次期プラン骨子素案の検討
次期プラン重点取組事項及び
骨子案検討
次期プラン骨子策定

※進行管理委員会：「『ぐんま水土里保全プラン２０１６』進行管理委員会」、「群馬県農業農村整備計画２０２０進行管理委員会」の略
　 進行管理委員会幹事会：「『ぐんま水土里保全プラン２０１６』進行管理委員会幹事会」、「群馬県農業農村整備計画２０２０進行管理
委員会幹事会」の略
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表紙の写真表紙の写真
１　農業の収益性向上を図る生産基盤整備

　嬬恋村は、国営農地開発事業嬬恋西部地区（昭和４５～５３年）及
び同嬬恋地区（平成元～１３年）により、９７２ｈａの他、県営事業
によっても農地造成が行われ、全国有数のキャベツの産地となりまし
た。

【農地造成事業による広大なキャベツ畑】

２　持続的な農業用水の安定供給

　前橋市と渋川市の境を流れる利根川にある坂東大堰は、昭和２６
年に造成され、前橋市や高崎市、伊勢崎市、玉村町の３，７４０ｈａ
の水田地帯に農業用水を供給しています。
　このため、機能保全計画に基づく長寿命化対策を行い、農業用水
の安定供給を図ります。

【坂東大堰の長寿命化対策】

３　安全安心な農村づくり

　藤岡市の大谷池（三名湖）は昭和11年に造成され、１４２万m3を
貯水し、２５０ｈａの農地に農業用水を供給しています。令和元年度
から堤体の地震対策工事に着手し、地域の安全安心の確保に取り組
んでいます。

【大谷池（三名湖）の地震対策工事】

４　魅力ある農村の構築

　明和町の明和地域広域協定運営委員会では、８２５ｈａの農地につ
いて水路の泥上げや草刈り等を行っています。また、遊休農地において、
地域の小学生を対象に田植え体験を実施し、子供たちの農業への関
心を高める活動に取り組んでいます。

【学校教育と連携した小学生の田植え体験】

５　地域資源を活かした中山間地域の振興

　川場村の冨士山地区では、冬の棚田に7,000本の竹灯籠を灯し、
都市交流イベントを開催しています。　　
　このイベントを主催する「冨士山集落活性化協議会」は 、活力あ
る農山漁村の実現に取り組む「第６回ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」に選ばれました。

【冬の棚田に竹灯籠を燈す都市交流イベント】

　本県の中山間地域は県土の約８０％を占めており、生態系の保全や
洪水の防止など、多面的に私たちの生活を支えている“共有の財産”
となっています。また、本県の中山間地域は農地及び農業産出額のそ
れぞれ約４０％に及んでおり、食料の安定供給に大きく貢献しています。

【水田に映える初夏の谷川岳（みなかみ町）】

群馬県の中山間地域



〒371-8570　群馬県前橋市大手町一丁目１番地１号

TEL：027-226-3146（ダイヤルイン）　FAX：027-224-8744

Email：nousonka@pref.gunma.lg.jp　URL：http://www.pref.gunma.jp

～豊かで成長し続ける安全安心な農業・農村づくり～

群馬県農政部農村整備課 令和２年３月発行（令和３年10月一部改正）

（ぐんま水土里保全整備プラン）
２０２０


